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職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
職
員
厚
生
課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
工
業
動
態
統
計
調
査
の
実
施 

（
統　

計　

課
）　
　

一

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
変
更
許
可
申
請 

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
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課
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〇
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（　
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四

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 
（
都
市
計
画
課
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

規　
　
　

則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
十
九
号

　
　
　

 

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
五
第
五
号
中
「
職
員
と
同
居
し
て
い
る
」
を
削
り
、「
掲
げ
る
者
」
の
下
に
「（
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て

は
、
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
後
の
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
施
行
規
則
第
二
条
の
五
第
五
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の

日
以
後
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す

る
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
六
号

　

統
計
調
査
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県

基
幹
統
計
調
査
と
し
て
、
宮
城
県
工
業
動
態
統
計
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
目
的

　

 　

県
内
の
工
業
生
産
の
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
鉱
工
業
生
産
指
数
作
成
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

二　

調
査
範
囲

　

１ 　

別
表
第
一
に
掲
げ
る
品
目
を
生
産
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
別
に
定
め
る
「
宮
城
県
工
業
動
態
統
計
調
査
対
象
事

業
所
・
機
関
選
定
要
領
」
で
選
定
し
た
事
業
所
（
以
下
「
対
象
事
業
所
」
と
い
う
。）

　

２ 　

別
表
第
二
に
掲
げ
る
品
目
の
生
産
動
態
を
毎
月
集
計
す
る
機
関
の
う
ち
、
別
に
定
め
る
「
宮
城
県
工
業
動
態
統

計
調
査
対
象
事
業
所
・
機
関
選
定
要
領
」
で
選
定
し
た
機
関
（
以
下
「
対
象
機
関
」
と
い
う
。）

三　

調
査
期
日

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
か
ら
、
毎
月
末
日
現
在
に
お
い
て
行
う
。　

四　

調
査
事
項

　

１　

別
表
第
一
に
掲
げ
る
品
目

　
　

㈠　

事
業
所
名

　
　

㈡　

事
業
所
所
在
地

　
　

㈢　

生
産
品
目

発　　　　行
宮 城 県
（総務部私学文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話 022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）
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㈣　

生
産
量
又
は
生
産
金
額

　
　

㈤　

出
荷
量
（
水
産
缶
詰
を
除
く
。）

　
　

㈥　

月
末
在
庫
量
（
鋼
船
を
除
く
。）

　

２　

別
表
第
二
に
掲
げ
る
品
目

　
　

㈠　

生
産
量
又
は
生
産
金
額

　
　

㈡　

出
荷
量

　
　

㈢　

月
末
在
庫
量

五　

調
査
方
法

　

１　

対
象
事
業
所
の
調
査

　
　

 　

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
統
計
調
査
員
又
は
郵
送
に
よ
り
対
象
事
業
所
に
配
布
し
、
当
該
対
象
事
業
所

の
管
理
責
任
者
が
自
計
申
告
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

　

２　

対
象
機
関
の
調
査

　
　
　

宮
城
県
震
災
復
興
・
企
画
部
統
計
課
職
員
が
調
査
事
項
を
聴
取
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

六　

調
査
票
の
提
出

　

１　

提
出
先　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
震
災
復
興
・
企
画
部
統
計
課

　

２　

提
出
部
数　

一
部

　

３　

提
出
期
限　

調
査
期
日
の
翌
月
十
五
日

七　

公
表

　
　

宮
城
県
鉱
工
業
生
産
指
数
と
し
て
公
表
す
る
。

別
表
第
一

業　
　
　
　

種

品
目
数

品　
　
　
　
　
　
　

目

生
産
用
機
械
工
業

1

半
導
体
製
造
装
置
の
部
分
品

業
務
用
機
械
工
業

2

測
量
機
器
、
理
化
学
機
械
器
具

情
報
通
信
機
械
工
業

2

火
災
・
防
犯
警
報
装
置
、
記
憶
装
置
の
部
分
品

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
工
業

2

プ
リ
ン
ト
配
線
板
、
磁
気
ヘ
ッ
ド

輸
送
機
械
工
業

1

鋼
船

窯
業
・
土
石
製
品
工
業

1

液
晶
ガ
ラ
ス
基
板

化
学
、
石
油
・
石
炭
製
品
工
業

1

農
薬

食
料
品
工
業

16

肉
製
品
、
水
産
缶
詰
、
海
藻
加
工
品
、
水
産
練
製
品
、
冷
凍
水
産

物
、
冷
凍
水
産
食
品
、
そ
の
他
の
水
産
食
料
品
、
生
菓
子
、
米
菓
、

清
涼
飲
料
、
ビ
ー
ル
、
発
泡
酒
、
第
三
の
ビ
ー
ル
、
配
合
飼
料
、

コ
ー
ヒ
ー
、
ヨ
ー
グ
ル
ト

木
材
・
木
製
品
工
業

2

合
板
、
建
築
用
木
製
組
立
材
料

そ
の
他
製
品
工
業

1

ユ
ニ
ッ
ト
住
宅

別
表
第
二

業　
　
　
　

種

品
目
数

品　
　
　
　
　
　
　

目

輸
送
機
械
工
業

1

鉄
道
車
両

窯
業
・
土
石
製
品
工
業

1

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト

化
学
、
石
油
・
石
炭
製
品
工
業

1

医
薬
品

食
料
品
工
業

7

チ
ー
ズ
、
牛
乳
、
み
そ
、
し
ょ
う
油
、
精
米
、
冷
凍
調
理
食
品
、

清
酒

木
材
・
木
製
品
工
業

1

一
般
製
材
製
品

公
益
事
業

2

電
力
、
ガ
ス

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
七
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び

維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

大
林
道
路
株
式
会
社

　

２　

所
在
地　

東
京
都
千
代
田
区
猿
楽
町
二
丁
目
八
番
八
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

長
谷
川　

仁

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
岩
沼
市
下
野
郷
字
新
南
長
沼
五
十
七
番
三
号

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

が
れ
き
類
等
の
破
砕
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

が
れ
き
類

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
（
塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
（
塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
八
号

　

県
営
七
ヶ
宿
２
期
地
区
土
地
改
良
事
業
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
生
産
基
盤
型
事

業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

七
ヶ
宿
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
中
山
三
五
三
の
六
九

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
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岩
沼
市
寺
島
字
川
向
四
五
の
五
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
岩
沼
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

築
館
登
米
線

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
築
館
字
照
越
町
田
一
〇
二
番
七
地
先
か
ら

同
市
築
館
字
照
越
古
屋
敷
二
六
番
九
地
先
ま
で

前

一
一
・
〇
〜

 

二
九
・
七

 
六
六
〇
・
六

後

一
二
・
七
〜

 

三
一
・
一

 
六
六
〇
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

築
館
登
米
線

栗
原
市
築
館
字
照
越
町
田
一
〇
二
番
七
地
先
か
ら

同
市
築
館
字
照
越
古
屋
敷
二
六
番
九
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

十
二
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
三
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

大
和
町
吉
岡
南
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
北
要
害
三
番
地
の
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　
　

所

　
　

安　

藤　

一　

郎　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
柿
木
十
九
番
地
の
一
（
六
十
七
Ｂ－

九
Ｌ
）

　
　

小　

川　

豊　

彦　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
新
南
谷
地
四
十
番
地
の
一

　
　

小　

原　
　
　

哲　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
天
皇
寺
百
八
十
四
番
地
の
五
十
四

　
　

笠　

原　

公　

男　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
中
町
四
十
五
番
地

　
　

梶　

井　
　
　

晃　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
天
皇
寺
百
八
十
四
番
地
の
四
十
一

　
　

梶　

井　

雄　

次　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
東
下
蔵
六
十
番
地

　
　

佐　

藤　

多
津
男　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
古
館
百
二
番
地

　
　

中　

山　

和　

廣　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
四
十
一
番
地

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
　

多
賀
城
市
留
ケ
谷
一
丁
目
三
百
五
十
三
番
一
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地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

多
賀
城
市
留
ケ
谷
一
丁
目
十
五
番
一
号

 

菅
野　

喜
夫　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

気
仙
沼
市
笹
が
陣
八
十
五
番
一
、
八
十
六
番
、
八
十
七

番
二
、
九
十
三
番
、
九
十
四
番
、
九
十
五
番
、
九
十
八
番

三
、
九
十
九
番
、
百
番
十
二
の
各
一
部
、
八
十
五
番
一
地

先
の
道
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

 

気
仙
沼
市　
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